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１．はじめに（学校の再編整備に向けて） 

  日本社会は，若年者の数と人口に占める比率がともに低下し，高齢者の数と人口に占める割合

がともに上昇する，「少子高齢化」が進行することで，経済，自治体，社会保障制度それぞれに

深刻な影響を及ぼしている。 

全国的な傾向と同様に，坂出市においても少子化に伴い児童生徒数の減少傾向に歯止めがかか

らず，市立学校の統計では，小学校児童はピーク時の昭和 33 年での 9,793 人から，令和３年に

は 2,181人へと約 77.6％も減少した。また中学校生徒も同様に，ピーク時昭和 37年の 5,205人

から令和３年は 1,122人へ約 78.4％減少した。そのため，子どもたちの学習や学校運営等に支障

が生じている。 

このことから教育委員会としては，次代を担う子どもたちの教育効果を第一に考えて最適規模

の学習集団を編制し，学校が学校として最大限の機能を発揮できる教育環境を作り出すために整

備を進めていくことを最重要課題としている。 

そのため，平成１９年７月に「坂出市学校再編整備検討委員会」を設置し，教育委員会からの

諮問に基づき検討を重ね，平成２０年２月にパブリックコメント（市民からの意見公募）を実施

したうえで，平成２０年４月３０日に同検討委員会から答申書の提出を受けた。 

教育委員会は，答申で示された小中学校の適正規模，適正配置の基本的な考え方，ならびに再

編整備の具体的方策を尊重しながら再編整備実施計画を策定した。 

答申における学校再編整備の進め方は，前期（概ね５年以内），後期（概ね１０年以内），将来

構想の３段階の構成となっており，さらに，都市計画線引き廃止後の本市の将来人口予測におけ

る変動要素があることや年少人口の推移を見極める必要から，「将来構想で掲げた統合計画は，

児童生徒数の動向や地域の状況をもとに改めて具体的再編計画の検討を行うこととする」とされ

ていた。 

  計画策定後は，西部小学校と中央小学校および沙弥小学校の統合による，坂出小学校校舎の新

築や，王越小学校の松山小学校への統合が行われたが，計画期間中の児童・生徒数の減少が当初

の想定より緩やかだったこともあり，計画を尊重しつつも，後期計画，将来構想ともに関係者へ

のヒアリングを実施し，現状維持となっていた。 

  一方，校舎の多くは改築時期が迫っており，昨年度策定した「坂出市学校施設長寿命化計画」

によると，今後同規模で各校を維持する場合の工事費用が４０年間で約４９１億円必要であると

の試算が示されている。 

  教育委員会としては，早急に本市の適正な学校規模のあり方を研究し，学校再編と教育環境の

整備を図るため，平成２０年に策定した「坂出市学校再編整備実施計画」と昨年度策定した「坂

出市学校施設長寿命化計画」を基礎資料とし，新たな「学校再編整備計画」を策定していく必要

があると考えている。 

 

学校の再編（学校規模の最適化）整備に向けた考察は，国・県の考え方を踏まえ，

人口推移の動向を予測したうえで，効率的かつ特別支援教育に対応可能なハード面

の整備と，教育効果が上げられるソフト面の施策の両面を織り込んだ，本市にとっ

て望ましい教育環境の将来像を描くものとする。 
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２．学校規模の最適化（再編整備）に関する国等の考え方 

 (1) 再編整備を考える上での国の動向と市教委の考え方 

   小中学校の設置は，学校を設置する市区町村の判断に基づいて行われるものであり，それぞ

れの地域の実情に応じて適切に行われることとされている。 

   他方，国においては，教育の機会均等などを達成するために，法令で市区町村の設置義務を

課し（学校教育法第 29 条），また学級規模の適正化のために教職員定数の標準を示している（公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律）。 

   昭和３１年文部次官通達では，中央教育審議会の答申を踏まえ，学校再編整備の基本方針や

その場合の規模などが示され，積極的計画的な学校統合が推進された。昭和４８年通達では，

無理な統合で紛争や著しい通学困難が生じないように，児童生徒や学校，地域の実情に合わせ

るよう修正がなされた。 

   その後，各種通達からかなりの年月が経過していることも踏まえ，文部科学省は平成２０年

７月に「小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会」を中央教育審議会初等中等教

育分科会に設置し，学校の適正配置等について検討され，平成２１年３月に「小・中学校の適

正配置に関するこれまでの主な意見等の整理」を取りまとめ，同年７月の初等中等教育分科会

に報告・公表している。 

平成２７年１月には，各都道府県・市町村のニーズに基づき，中央教育審議会等におけるこ

れまでの検討や，全国的な取組状況に関する実態調査の結果得られた具体的な取組の状況も踏

まえ，有識者の協力も得つつ，改めて，①各市町村が学校統合の適否やその進め方，小規模校

を存置する場合の充実策等について検討したり，②都道府県がこれらの事柄について域内の市

町村に指導・助言・援助を行ったりする際の，基本的な方向性や考慮すべき要素，留意点等を

取りまとめた，「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」が発出されてい

る。 

さらに令和に入り，ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた一人１台端末の実現や，新型コロ

ナウイルス感染症の影響が長期にわたると予想されることから，「ポストコロナ」を見据えた

いわゆる「ニューノーマル」へ移行することが望まれており，こうした社会状況等を踏まえ，

中央教育審議会において新時代の初等教育の在り方について検討が進められ，令和３年１月に

答申が取りまとめられた。そして，約４０年ぶりに公立小学校の学級編制基準を改正し，令和

３年度から５年かけて，全学年を１クラスあたり３５人に引き下げることとなった。 

文部科学省は現在，これからの学校教育においては，全ての子どもたちの可能性を引き出す，

個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し，「令和の日本型学校教育」の構築を目指す

ことが求められるとともに，新たな学校施設の在り方を明確化することが求められることから，

「新しい時代の学校施設検討部会」において，「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り

方につて」の検討がなされている。 

坂出市教育委員会としては学校再編整備について，子どもの発達状況や教育効果を第一に考

えて，最適規模の学習集団を編制し，学校が学校として最適な状態で機能を発揮できる教育環

境を作り出すことを第一義的な目的と捉えている。 
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 (2) 学校規模・学級規模について 

  ① 学校の規模 

学校教育法施行規則第 17 条および第 55 条において，学校規模の標準は，学級数により設定

されており，小・中学校ともに「１２学級以上１８学級以下」が標準とされていますが，この

標準は「特別の事情があるときはこの限りでない」という弾力的なものとなっている。 

また通学距離については，上記の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手

引」おいても，「児童生徒の徒歩や自転車による通学距離としては，小学校で４㎞以内，中学

校で６㎞以内という基準はおおよその目安として引き続き妥当である」とされており，登下校

時の安全確保や，長距離通学に対応するための，スクールバスの活用についても記載されてい

る。 

 

■昭和 59 年文部省の資料「これからの学校施設づくり」による学校規模の分類 

学校規模 過少規模 小規模 適正規模 

学校統合の

場合の適正

規模 

大規模 過大規模 

学級数 １～５ ６～１１ １２～１８ １９～２４ ２５～３０ ３１以上 

 

    

  ② 学級の規模 

   香川県の現行の学級編制基準は，国が定めた学級編制基準と同じ「３５人」である。 
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３．本市の児童生徒数の推移について 

                   （学校基本調査 各年５月１日現在） 

（単位 人） 

 

年 小学校 増減% 中学校 増減% 

昭和３０年 ９，４６８  ４，１９３  

昭和３５年 ８，１２４ △14.2 ４，３７４ 4.3 

昭和４０年 ５，３０１ △34.7 ３，３８８ △22.5 

昭和４５年 ５，００２ △5.6 ２，３０７ △31.9 

昭和５０年 ５，１７９ 3.5 ２，１３７ △7.4 

昭和５５年 ６，０１６ 16.2 ２，３００ 7.6 

昭和６０年 ５，５８４ △7.2 ２，８４９ 23.9 

平成 ２年 ４，２９９ △23.0 ２，５２６ △11.3 

平成 ７年 ３，５２４ △18.0 １，９６３ △22.3 

平成１２年 ２，９３６ △16.7 １，６４８ △16.0 

平成１７年 ２，６８３ △8.6 １，３７０ △16.9 

平成２２年 ２，５８０ △3.8 １，２１５ △11.3 

平成２７年 ２，４６２ △4.6 １，１８６ △2.4 

平成３０年 ２，３３１ △5.3 １，１５７ △2.4 

令和元年 ２，２８１ △2.1 １，１４１ △1.4 

令和２年 ２，２４４ △1.6 １，１２１ △1.8 

令和３年 ２，１８１ △2.8 １，１２２ 0 
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４．児童生徒数の最近１０年間の動向 

（１）小学校 

   学校の適正規模は前述のとおり「１２～１８学級」が標準であり，１学年２学級以上，全６

学年で１２学級以上であり，上限は平均的には１学年３学級までとなる。 

   令和３年５月１日時点の各校における児童数及び学級数を見たとき，適正規模校は３校（坂

出小・東部小・川津小）のみであり，５校（金山小・林田小・加茂小・府中小・松山小）が小

規模校，２校（西庄小・瀬居小）が過少規模校となっている。 

   最近１０年間の児童数の推移を見ると， 

 

（学校基本調査各年５月１日現在 単位；人 休校除く） 

 坂出 東部 金山 西庄 林田 加茂 府中 川津 松山 瀬居 計 

Ｈ２３ 487 470 205 79 371 182 221 294 194 37 2,540 

Ｒ３ 579 347 147 45 300 214 114 271 161 3 2,181 

差引 92 -123 -58 -34 -71 32 -107 -23 -33 -34 -359 

減少率 
18.9% 

（+） 
26.2% 28.3% 43.0% 19.1% 

17.6% 

(+) 
48.4% 7.8% 15.7% 91.9% 14.1% 

R３年標

準学級数 
１８ １２ ６ ５ １１ ９ ６ １２ ６ １ ８６ 

規模 適正 適正 小 過少 小 小 小 適正 小 過少  

 

この１０年間では，全体で平均約１４．１％の減少がある中で，坂出小と加茂小は増加して

いる。特に減少率が大きいのは，西庄小，府中小及び瀬居小で，瀬居小は令和４年度から閉校

予定である。旧市街の小学校では東部小の減少率が高く，旧市街周辺の小学校では，林田小，

松山小の減少率がやや高めに推移している。 
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（２）中学校 

   学校の適正規模は小学校の場合と同様，「１２～１８学級」が標準であり，１学年４学級以

上，全３学年で１２学級以上であり，上限は平均的には１学年６学級までとなる。 

   令和３年５月１日時点の各校における生徒数及び学級数を見たとき，適正規模校は２校（坂

出中・白峰中）のみであり，１校（東部中）が小規模校，１校（瀬居中）が過少規模校となっ

ている。 

   最近１０年間の生徒数の推移を見ると， 

（学校基本調査各年５月１日現在 単位；人 休校除く） 

 坂出中 東部中 白峰中 瀬居中 計 

Ｈ２３ ４１０ ２６２ ５２７ １７ １，２１６ 

Ｒ３ ４２７ ２５４ ４３２ ９ １，１２２ 

差引 １７ －８ －９５ －８ －９４ 

減少率 
4.1％ 

（+） 
3.1％ 18.0％ 47.1％ 7.7％ 

R３年標準

学級数 
１３ ８ １３ ２ ３６ 

規模 適正規模 小規模 適正規模 過少規模  

 

この１０年間では，全体で平均約 7.7％の減少がある中で，瀬居中が大きな減少率を示して

いる。坂出中は増加，東部中は平均より減少率が低く，白峰中は平均よりやや高めで減少して

いる。 
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５．本市の若年人口について 

 

出生数の推移をみると，今後数年間で急激に小学校新入生が減少し，同割合で人口が推移し

た場合，現在の小学校数を維持すると，1学年一桁の児童数となる小学校が，複数発生する状況

となることが予想される。 

 

 令和 3年 4月 1日現在（住民基本台帳人口） 

校区名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 

坂出 58 70 78 93 104 90 118 91 

東部 55 62 56 52 46 60 61 62 

金山 30 30 33 35 34 37 37 39 

西庄 7 7 7 6 4 2 5 8 

林田 33 40 39 48 56 60 54 70 

加茂 17 17 15 22 24 30 29 29 

府中 10 16 15 15 26 20 33 21 

川津 47 46 47 40 50 40 41 66 

松山 11 19 18 15 32 20 24 22 

瀬居    1 4   2 5 3 2 

岩黒            1     

計 268 308 312 326 378 365 405 410 

市立学校生 233  268  272  284  329  318  359 356 

※0歳～5歳は予想値 

 

校区名 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 

坂出 108 109 118 96 118 99 113 

東部 48 60 57 78 79 65 72 

金山 35 39 43 31 39 54 38 

西庄 12 4 12 14 13 16 10 

林田 46 64 64 42 59 60 70 

加茂 29 38 34 39 28 31 33 

府中 26 22 31 24 31 31 20 

川津 54 45 50 47 56 53 51 

松山 20 28 31 34 36 27 28 

瀬居 2  1 5 3 4 5 

岩黒              

計 380 409 441 410 462 440 440 

市立学校生 336 371 387 372 384 363 375 

 

 


